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Ⅰ　はじめに

東京都は，医療の透明性，信頼性，効率性の向上を目指し

た，「365 日 24 時間の安心」の医療体制と「患者中心の医療」

の実現を二つの柱に掲げ，「患者中心の医療」を実現するた

めの具体策として，平成 13 年 5 月 7 日，全国に先駆けて

「東京都患者の声相談窓口」をスタートさせた．

一方，国は，平成 15 年 4 月 30 日，医療に関する患者・家

族等の苦情・心配や相談に対応し，医療の安全と信頼を高め

るとともに，医療機関における患者サービスの向上を図る

ことを目的とした「医療安全支援センター」を，都道府県，

二次医療圏ごとに二層的に設置するよう協力を呼びかけた
１）．

東京都は，国の構想とも相俟って，平成 16 年 7 月 1 日多

摩地域 5保健所に，「医療安全支援センター」として，専用

の電話回線を有する「保健所患者の声相談窓口」を設置した．

事業開始後 1年を経た東京都多摩立川保健所の「患者の声

相談窓口」について，その課題，解決策を検討したので報告

する．（図 1に多摩立川保健所管轄地域を示す．）

Ⅱ　目的

東京都多摩立川保健所で実施している「患者の声相談窓口

（医療安全支援センター）」において，相談として寄せられる

「患者の声」を地域医療の質の向上に反映させるために，取

り組むべき具体的な方策を検討する．

Ⅲ　多摩立川保健所の取組

「患者の声相談窓口」（以下，声窓）事業を開始するに当

たっての基本的コンセプトは，以下の 5点であった．

 1.  ファーストストップ機能；　どこに相談したらよいかわ

からない人が最初に利用する

 2.  縦割り主義の打破；　たらい回しをなくし医療に関する

すべての相談を受けとめる

 3.  信頼関係の構築；　相談者と医療機関との仲立ちをする

 4.  患者・医療機関双方の意識改革；　結果を公表，問題点

を共有する

 5.  患者中心の医療の推進；　患者の声を施策に反映する

　事業開始時の，声窓のイメージ図を図 2 に示す．
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Ⅳ　合同臨地訓練での取組

多摩立川保健所における声窓の相談内容とその対応につ

いて声窓担当者と共に検討し，以下の6点を課題として挙げ

た．

 1. 従来から保健所の各係において受けてきた電話との違

いは何か？

 2. 患者の声を地域の医療機関にどう伝達すればよいの

か？

 3. 患者・家族と医療機関との信頼関係をどのように構築す

ればよいのか？

 4. 本事業を通じて，患者と医療機関双方の意識改革を図

ることは可能か？

 5. 「患者の声」から施策に反映できるものがあるか？

 6. 現在用いている相談票は適切か？

　以上の課題を分析するための取組について以下に記す．

Ⅳ-1 方法

Ⅳ-1-1 相談記録の分析

(1) 対象

平成16年度10月から3月までの1年間の声窓で相談を受

けた担当者が記載した相談記録から，個人情報に関係する

部分を除いた記録 231 ケース（以下，分析用相談票）を分析

の対象とした．

(2) 分析方法

分析用相談票をコンピューターに入力し文字化して，分

析用資料を作成した．分析用資料を事例ごとに主訴，問題

の背景，対応内容，対応の適切性等について検討し，それら

を文脈の意味を考慮しながら，内容を適切な長さに断片化

し，必要な最小限の言葉を補って集積した．

Ⅳ-1-2 インタビュー

(1) 対象

声窓に対する意見や要望，保健所との連携方法について

検討するために，インタビュー調査を実施した．対象者は，

本研究の目的に合わせて，多摩立川保健所管内における ①

医療の提供者，②住民，③保健所内職員とした．医療提供者

は，地域医療の担い手である医師会及び歯科医師会の会長

と一般会員（各 1名，計 4名），病院評価機構で第三者評価

を受け，患者相談を実施している医療機関の相談員（1名）

と評価を受けていない病院の相談員（1名）とした．住民か

らは，管内居住者（1名）と医療に関心の深い北多摩西部地

域保健医療協議会の公募委員（1名）を選び，保健所内職員

は，声窓を担当している企画調整課保健医療係職員（3名）と，

医療監視の担当部署である医薬指導係職員（1名）とした．

(2) 調査方法

妥当性，信頼性を高めるために，インタビューの内容につ

いて，事前に検討を行い，インタビューガイドを作成した．

インタビューは平成 17 年 10 月 13 日～ 27 日に行い，1人 1

回とした．なお，保健所職員の同一係に所属する3人にはグ

ループインタビューを行った．インタビュー内容は可能な

限り記録し，対象者の了解が得られた場合に録音した．終

了後，録音された会話の再生を繰り返し，内容について確認

した上で文章化した．その内容を適切な長さに断片化し，

発言の文脈にそった意味がわかるように最小限の言葉を

補って蓄積した．

(3) 調査項目　　　

医療の提供者へのインタビュー内容は， a. 患者の声相談

窓口について， b. 患者の声相談窓口との連携について， c.

患者への相談対応について（インフォームドコンセント，セ

カンドオピニオン）， d. 患者の声相談窓口について期待する

こと， e. 患者の受診行動への期待等とした．利用者に対し

ては， a. 医療機関の選択について， b. 医師や医療関係者と

の関係及び期待について，   c. 病状などの説明について， d.

患者の声相談窓口について等の内容とした．都では医療監

視について役割分担しており，都は病院，保健所は診療所を

担当している．したがって，保健所職員に対しては， a.都の

医療監視要綱での診療所の扱い及び医療監視の選定基準に

ついて， b. 医療監視と薬局の監視業務の件数の差につい

て， c. 医療監視の重点項目や優先順位の有無について， d.

声窓によせられた内容の医療監視への活用状況について等

の内容とした．

Ⅳ-1-3 全国二次医療圏安全支援センターの設置状況調査

　　　( 全国調査 )

(1) 対象

対象者は，全国の都道府県に設置されている 47 か所の医

療安全支援センターの担当者 47 人とした．

(2) 方法

調査員2名が，事前に作成したアンケート用紙に基づいて，

電話による聞き取り調査を実施した．あわせて，多摩立川

保健所で使用するための相談票作成の参考にするために，

各センターで使用している記録用紙の送付を依頼した．

(3) 調査項目

調査にあたっては，事前に医療安全支援センターを支援

している（財）日本医療機能評価機構による全国の実施状況，

アンケート結果及び担当者等に対する事前の情報収集を

行った．聞き取り用のアンケートの調査項目は，①都道府

県での二次医療圏センターの設置状況，②二次医療圏セン

ターの職員配置，③対応している職種，④専用回線の有無，

⑤医療監視業務との関係，⑥保健所の先駆的な取組の内容

等についてであった．

Ⅳ-1-4 相談受付票の改善

全国 38 都道府県から寄せられた相談記録票を参考に，相

談受付票の改善を提案した．

Ⅳ-1-5 総合的分析の方法

総合的分析は，分析用相談票の分析，インタビュー，全国

調査から抽出したデータの照合・分析を繰り返しておこなっ
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た．分析は質的研究の分析方法２～５）に従い，類似したもの

をカテゴリーとし抽出した．カテゴリー同士を融合しなが

ら統合を進め，最終的に 6つの課題に集約し，これらから提

言をまとめた．分析にあたっては，主観にとらわれ著しく

偏った解釈がなされぬよう，メンバー全員で検討を行い，そ

の過程において適宜質的研究の経験者である指導教官の指

導を受けた．

Ⅳ-2 結果及び考察

Ⅳ-2-1 全国調査

本調査に協力同意されたのは，47 都道府県で，回答率は

100%であった．

1） 二次医療圏における医療安全支援センターの実施体制

について

二次医療圏（保健所）において医療安全センターを設置し

ている都道府県は，29 か所であり，未設置は 18 か所であっ

た．センターを設置している都道府県のうち，従来の保健

所相談体制のままで医療安全支援センターとして対応して

いる自治体が9か所あった．未設置の理由としては，従来の

保健所業務であるため新たに設置する必要がない，との意

見が多かった．

2） 対応職員について

相談対応している職種は 21 か所が事務職，18 か所が保健

師であった．その他の職種は放射線技師，検査技師等で

あった．ほとんどの自治体が専用回線をもたず，専任の担

当者もなく，対応は電話をとった人あるいは輪番の者に任

されていた．　

3） 医療監視との関係について

医療監視担当者と相談担当者が同一組織に所属していた

自治体は，20 か所であった．

4） 記録用紙

記録用紙の送付依頼については，同意を得られたのは 38

か所，記録用紙が未整備なのが 3か所であった．

5） 先駆的な取組を行っている自治体

医療相談支援センター業務で先駆的な取組を行っている

都道府県は少なく，岩手県と富山県に特徴が見られた．

岩手県は，二次医療圏ごとに医療安全を目的とした連絡

会議の実施や研修が好評を得ていた．さらに保健所によっ

ては，医療監視とタイアップし，医療安全に問題があり緊急

性もある場合には，直ちに医療監視をおこない，緊急性がな

い場合でも通常の医療監視で確認を行っていた．

富山県では医療機関向けの事例集を医師会とともに発行

し，好評を得ていた．

Ⅳ-2-2 相談受付票の改善

住民と医療との信頼関係を構築するためには，声窓の相

談技術を充実させ，医療安全の視点を保健所職員間で共有

し，情報を蓄積・活用することが重要であると考えられた．

相談受付票の改善は，このような課題を解決するための手

段のひとつである．相談受付票は以下の点を改善すべきで

あると考えた．

 1） 「主訴」，「対象医療機関への指導や調整」の項目

 2） 「事例協力の意向」の項目

 3） 「判断」の項目，自由記載欄

 4） 「対応」の項目

 5） 「対応の適切性」の項目

 6） 「関係課・機関からのフィードバック等記載欄」

Ⅳ-2-3 声窓の課題の抽出

総合的分析の結果，6 つの課題が抽出された．

 1. 保健所内のコミュニケーション

 2. 情報の蓄積
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 3. 情報提供に止まらない医療の質の向上に向けた地域全

体への取組

 4. 個々の住民の声を活かす連携

 5. 相談の充実

 6. 住民への周知・啓発

Ⅳ-2-4 新しい声窓のシステムの考案

以上の声窓の課題を解決するために，以下のシステムが

必要であると考えられた（図 3）．

声窓の事業を開始するに当たって，多摩立川保健所が意

図した基本的なコンセプトの一つにファーストストップ機

能がある．しかし，相談記録には，ファーストストップとい

う言葉の与えるイメージとは異なって，医療安全の問題な

ど電話相談だけでは終了せず，継続的な処理が必要な事例

もあった．相談の入り口であること，しかも気軽に相談の

電話がかけられることをイメージすれば，ファーストコン

タクト機能と呼ぶほうがふさわしいと考えられる．

相談者からの電話が入ると，声窓はその情報を正確に記

録し，整理 ･蓄積して，必要があれば関係部署への伝達等保

健所内の円滑なコミュニケーションを図らねばならない（内

部コミュニケーション）．相談内容によっては，外部の関係

機関との情報の交換，結果の報告等が必要となる（外部コ

ミュニケーション）．この場合，個々の相談に対応するだけ

ではなく，各部署や他機関との連携を図り，個々の声を地域

の課題として活かすことが重要である．

そのために，保健所は積極的に，医療に関する地域住民

（患者）の意思を拾い上げねばならない．これは保健所本来

の機能であり，声窓はこの達成のために設けられた地域住

民（患者）の意思の取入口である．しかし，単なる取入口に

すぎなければ，声窓の存在意義はない．保健所が，声窓を十

分に活用するためには，それなりの工夫が必要である．電

話の専用回線はもとより，広く住民にその存在を知らせる，

受けた電話に適切に答える，内部･外部コミュニケーション

を活用する，などである．その上で，声窓のなすべきことは，

住民の声を分析し，その結果を住民や医療機関に還元し，専

らよりよい医療や安全のために活用し，双方の質の向上に

役立てることである．

声窓以前にも，保健所は住民の電話を受けてきた，十分機

能してきた，という意見もある．一方，医療機関には，声窓

の充実は行政による医療機関の締め付けにつながるのでは

ないかという危惧がある．声窓機能は，本来，第三者機関が

担うべきものである，との声もある．声窓が，それらを超え

て必要なものとなるためには，前述の声窓がなすべきこと

がどこまでできるかにかかっている．

Ⅳ　提言（まとめ）

1. 保健所内の取組

1-1 情報の蓄積

 相談受付票の改善

1-2 保健所内コミュニケーション改善

 定期的な所内関係者ミニカンファレンスの開催

 （毎日 15 分程度）

1-3 情報を医療安全にいかすための所内体制について早急

な検討が必要

2. 関係機関との協働

2-1 医師会・歯科医師会と共同での取組

　(1) 事例集の作成

　(2) 住民への事業ＰＲ（ポスター作成等）

　(3) 住民向けの啓発（医療機関へのかかり方の啓発）

2-2 事例検討会の定期開催（年 2回程度）

2-3 医療機関との定期会合（年 2回程度）

3. 東京都全体の取組

3-1 東京都における診療所等に対して医療監視の方法を明

確にする

3-2 都医療安全課と管内事例について定期的な情報交換の

場をもつ

 ～管内医療機関の情報を保健所に集約するために～

 （月 1回程度）

3-3 相談対応者のトレーニング

 ～質の確保，対応可能職員を増やす～

 （相談対応経験者を中心とした学習会の開催，職場での

実務を通じた教育訓練，苦情対応の接遇研修の実施等）
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